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学⽣（卒業・修了後、学籍喪失後含む）教職員（離職後含む） 

学内相談員、外部相談窓⼝（別添） 

・ハラスメント相談 ・解決⼿続きについての説明 

・解決⽅法の選択（相談員によるサポート） 

 相談者が規定に沿った問題解決を希望... 
終 了 

概要の報告 

ハラスメント防⽌・対策委員会 

調停（調停委員を交えた話し合い） 

・介添⼈（学外者可）1 名同伴可。 

苦情申し⽴て（調査委員による調査） 

・⼆ヶ⽉以内に調査（再調査 1 ヶ⽉） 

調査打ち切り 

     ハラスメント防⽌・対策委員会 

 

成⽴、合意⽂書作成 

各部局の⻑および理事⻑等 

・適切な措置 ・本学としての対応 

 ハラスメント認定 

 対策案の策定 

調停打ち切り 調査完了 

 理事⻑等 

当事者による 

不服の申し⽴て 

 

ハラスメント防⽌・対策委員会 

結果および経過を学内公表 

申⽴⼈の救済 相⼿⽅への措置 

相談員連絡先（-@oita-nhs.ac.jp, 097-） 

 

・⼩嶋光明（ojima@,  586-4435） 

・篠原彩  （shinohara@,  586-4345） 

・後藤成⼈（goton@，586-4415） 

・桑野紀⼦（kuwano@，586-4487) 

・安東悦⼦（ando-e@，586-4314） 

・伊東美穂（ito-m@,  586-4302） 

 

・外部相談窓⼝（別添）    

相談員以外の者
が相談を受けた
場合、相談者の
承諾があれば、
相談員につなぐ
ことができる。 

相談 

受理する 

⼤分県⽴看護科学⼤学 ハラスメント相談〜対応の流れ



外部相談窓⼝

相談内容 相談窓⼝ 電話 受付時間

アカハラ等
⼦どもの権利１１０番
（⼤分県弁護⼠会）

097-536-2227 平⽇の⽔曜⽇ 16:30〜19:30

アカハラ等
犯罪被害者⽀援ダイヤル
（法テラス）

0570-079714 平⽇ 9:00〜21:00、⼟曜⽇ 9:00〜17:00 年末年始除く

⼈権相談
ヒューレおおいた
（⼈権啓発センター）

097-576-7593 平⽇ 9:00〜18:00 毎⽉第２・４⽉曜⽇及び12/29〜1/3除く

DV
⼥性総合相談
（アイネス）

097-534-8874 ⽉曜〜⾦曜⽇ 9:00〜16:30 祝⽇、休⽇、12/29〜1/3除く

DV
男性総合相談
（アイネス）

097-534-8614 ⽉曜〜⾦曜⽇ 9:00〜16:30 祝⽇、休⽇、12/29〜1/3除く

パワハラ、
セクハラ等

労働１１０番
（⼤分県雇⽤労働政策課）

097-532-3040 ⽉曜〜⾦曜⽇ 8:30〜17:15 祝⽇、休⽇、12/29〜1/3除く

パワハラ、
セクハラ等

総合労働相談専⽤ダイヤル
（⼤分労働局）

097-536-0110 ⽉曜〜⾦曜⽇ 8:30〜17:15 祝⽇、休⽇、12/29〜1/3除く

パワハラ、
セクハラ等

労働相談窓⼝
（⼤分市商⼯労政課）

097-537-5964 ⽉曜〜⾦曜⽇ 8:30〜17:15 祝⽇、休⽇、12/29〜1/3除く
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